令和８年3月2５日
令和８年度市民側溝清掃について





市民側溝清掃を下記のとおり実施します。
道路側溝等を清潔にすることで悪臭防止・害虫の発生抑制等の効果があります。地域の環境美化のため、皆さんのご協力をお願いします。

記                                                                 
１　実 施 日　

令和８年５月10日(日)小雨決行

※¹ 延期の判断は、５月９日（土）午前中までに行います。
延期の場合は、５月1７日(日)に実施。1７日(日)が雨天の場合は中止。

※² 搬出された土砂の収集日：５月11日(月) ※17日(日)に清掃を実施した場合は18日(月)に収集。


２　実施方法　

令和７年度より実施対象地区を２つに分け、１年ごとに交互に実施。

　　グループ①／中村・下田・東中筋・中筋地区　　グループ②／具同・東山地区


３　実施地区　

令和８年度はグループ①／中村・下田・東中筋・中筋地区の実施となります。
※グループ②／具同・東山地区は令和８年度は実施対象外です。
次回は令和９年度の実施です。

	令和８年度実施対象地区の詳細↓

	中　　村
	旧中村町内全域（不破・角崎を除く）、緑ヶ丘団地、カツラ山団地（四万十ニュータウン含む）、丸の内ハイランド

	下　　田
	井沢団地、松ノ山、下田、串江、水戸

	東中筋
	楠島団地

	中　　筋
	有岡団地、民部の里




４　注意事項　

⑴　草や木（家庭の植木やせん定木）は収集できません。
※側溝内の草は収集しますが、必ず土砂と分別をお願いします。土砂と草が混ざると処分場での受入れができません

⑵　土砂は歩行者や車両の通行の邪魔にならないよう道路端へ上げてください。

⑶　雨天延期・中止の判断は、実施日前日の午前中に防災無線でお知らせします。
≪側溝の蓋について≫
蓋を上げて清掃する際は、けがをすることのないよう十分注意し、無理をせず可能
な範囲で作業をお願いします。












問い合わせ先：四万十市環境生活課　市民生活係　℡：35-4147
